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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　収容部材（１２）の組み込み位置への実装のために、
　第１の表面（２）と該第１の表面（２）の反対側の第２の表面（３）とを有するガラス
基板（１）と、
　前記第１の表面（２）に収容された、発光特性を有する半導体素子（５）と、
　前記ガラス基板（１）の前記第１の表面（２）上でそのコーナー領域に配置された実装
用基部（１０）と
を有する、
半導体ベースの素子において、
　前記実装用基部（１０）は、前記半導体ベースの素子の全体が該実装用基部（１０）を
通して前記組み込み位置に支持されるように構成されており、
　前記第１の表面（２）の一部の領域のみが前記半導体素子（５）によって覆われており
、前記第１の表面（２）の残りの領域は鏡（８）によって覆われている
ことを特徴とする半導体ベースの素子。
【請求項２】
　前記第２の表面（３）に光学素子（１１）が収容されている、請求項１記載の半導体ベ
ースの素子。
【請求項３】
　前記第１の表面（２）と前記発光特性を有する前記半導体素子（５）とのあいだに変換
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層（４）が配置されている、請求項１または２記載の半導体ベースの素子。
【請求項４】
　前記光学素子（１１）は、フレネルレンズの形態を有しているか、または、光学的ディ
フューザとして構成されている、請求項２記載の半導体ベースの素子。
【請求項５】
　前記第１の表面（２）のうち前記鏡（８）によって覆われていない中央領域は、前記鏡
（８）によって覆われていない変換層（４）によってコーティングされている、請求項３
記載の半導体ベースの素子。
【請求項６】
　前記変換層（４）は円形に成形されており、透明な前記ガラス基板（１）は正方形の基
本形状を有している、請求項５記載の半導体ベースの素子。
【請求項７】
　前記半導体素子（５）は前記ガラス基板（１）の前記第１の表面（２）から遠いほうの
面に少なくとも２つの電気コンタクト面（７）を有する、請求項１から６までのいずれか
１項記載の半導体ベースの素子。
【請求項８】
　前記半導体素子（５）は、前記第１の表面（２）の中央に位置しており、かつ、前記実
装用基部（１０）に包囲されている、請求項７記載の半導体ベースの素子。
【請求項９】
　前記ガラス基板（１）は前記半導体ベースの素子を支持している、請求項１から８まで
のいずれか１項記載の半導体ベースの素子。
【請求項１０】
　前記半導体素子（５）は、前記ガラス基板（１）を除いた厚さが２０μｍ以下の薄膜発
光ダイオードである、請求項１から９までのいずれか１項記載の半導体ベースの素子。
【請求項１１】
　前記半導体素子（５）のうち前記ガラス基板（１）から遠いほうの主表面に、前記半導
体素子（５）内で形成される電磁放射の少なくとも一部を前記ガラス基板（１）の方向へ
反射させて戻す反射層が被着されているかまたは形成されている、請求項１０記載の半導
体ベースの素子。
【請求項１２】
　前記光学素子（１０）は、経時劣化および温度に対して安定なシリコーンから形成され
る層内に埋め込まれている、請求項２記載の半導体ベースの素子。
【請求項１３】
　請求項１から１２までのいずれか１項記載の半導体ベースの素子に対する収容部材（１
２）において、
　半導体ベースの素子のコンタクト面（７）に電気的に接続されている、収容部の２つの
電気コンタクト（１３）と、実装用基部（１０）を収容した基部収容部（１４）とが設け
られており、
　前記基部収容部（１４）は電気的に中性であり、前記２つの電気コンタクト（１３）に
電気的に接続されていない
ことを特徴とする半導体ベースの素子に対する収容部材。
【請求項１４】
　請求項１から１２までのいずれか１項記載の半導体ベースの素子の製造方法であって、
　ガラス基板（１）を用意するステップ、および、
　該ガラス基板（１）の第１の表面（２）上に半導体素子（５）を被着するステップ
を有する
ことを特徴とする半導体ベースの素子の製造方法。
【請求項１５】
　前記第１の表面（２）上に鏡面層（８）を被着する、請求項１４記載の半導体ベースの
素子の製造方法。
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【請求項１６】
　前記ガラス基板（１）の第２の表面（３）に光学素子（１１）を被着する、請求項１４
または１５記載の半導体ベースの素子の製造方法。
【請求項１７】
　前記ガラス基板の前記第１の表面（２）と前記半導体素子（５）とのあいだに変換層（
４）を被着する、請求項１４から１６までのいずれか１項記載の半導体ベースの素子の製
造方法。
【請求項１８】
　鏡面層（８）をフォト技術によって制御されるスパッタリングプロセスまたは蒸着プロ
セスによって被着するか、および／または、変換層（４）をプリンティングプロセスまた
はスクリーンプリンティングプロセスによって被着する、請求項１４から１７までのいず
れか１項記載の半導体ベースの素子の製造方法。
【請求項１９】
　前記ガラス基板（１）の前記第１の表面（２）上にめっきプロセスにより少なくとも１
つの実装用基部（１０）を被着する、請求項１４から１８までのいずれか１項記載の半導
体ベースの素子の製造方法。
【請求項２０】
　前記光学素子（１１）を経時劣化および温度に対して安定な層内へ組み込む、請求項１
６から１９までのいずれか１項記載の半導体ベースの素子の製造方法。
【請求項２１】
　前記経時劣化および温度に対して安定な層をシリコーンから形成する、請求項２０記載
の半導体ベースの素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、独国出願第１０２００７０４６７４４．５号および独国出願第１０２００８０
０５３４５．７号の優先権を主張するものであり、その開示内容は参照によって本願に取
り込まれるものとする。
【０００２】
　本発明は、発光特性を有する半導体ベースの素子、当該の半導体ベースの素子の収容部
材、ならびに、当該の半導体ベースの素子の製造方法に関する。
【０００３】
　半導体をベースとした発光特性を有する素子は例えば発光ダイオードである。これは、
たいてい、プラスティックと金属との接合体またはセラミックから成るケーシング内に発
光特性を有する半導体素子が実装されまたは埋め込まれるように構成されている。半導体
ベースの素子の製造プロセスにおいて、半導体素子ははんだ付け過程または接着過程によ
ってケーシング内に実装される。
【０００４】
　発光特性を有する半導体素子、例えば薄膜発光ダイオードは、垂直方向に電流の流れる
半導体素子と水平方向に電流の流れる半導体素子とで区別される。垂直方向に電流の流れ
る半導体素子では、半導体ベースの素子の実装面が個々の電気コンタクトとして構成され
る。第２の電気コンタクトは半導体素子の発光面側に配置される。当該の第２の電気コン
タクトは通常ボンディングワイヤによって接続される。水平方向に電流の流れる半導体素
子は、半導体素子の実装面上に２つの電気コンタクトが形成されるように構成される。
【０００５】
　特に、垂直方向に電流の流れる半導体素子では、第１の電気コンタクトと第２の電気コ
ンタクトとが半導体素子の延在する主平面の面法線の方向で見て上下に重なり合って並ん
でいる。水平方向に電流の流れる半導体素子では、第１の電気コンタクトおよび第２の電
気コンタクトまたはこれらのコンタクトの領域が主平面を上から見たとき横方向に隣り合
って並んでいる。
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【０００６】
　有利には、電流の流れは垂直方向または水平方向のみに限定されない。垂直方向に電流
の流れる半導体素子では、有利には、横方向への電流の広がりが生じる。水平方向に電流
の流れる半導体素子では、半導体素子内の電流は、主平面の面法線に対して平行な成分を
少なくともところどころに有する。
【０００７】
　半導体素子そのものの構造とは無関係に、ケーシング内に、透明樹脂または他の封止材
料による注型成形によって、半導体素子が付加的に外部影響から保護される。半導体素子
の静電気に対する安定化および機械的負荷に対する保護は、半導体素子を包囲するケーシ
ングによって行われる。こうして半導体素子の保護および支持が達成される。カバーとな
るケーシングを用いると、発光特性を有する半導体ベースの素子に対して、半導体素子そ
のものの大きさをいちじるしく上回る寸法が生じる。このことは、素子の微細化の妨げと
なる。
【０００８】
　したがって、本発明の課題は、さらなる微細化の可能な、発光特性を有する半導体ベー
スの素子を提供することである。
【０００９】
　この課題は、独立請求項の特徴部分に記載された特徴を有する、半導体ベースの素子、
半導体ベースの素子の収容部材ならびに半導体ベースの素子の製造方法により解決される
。本発明の有利な実施形態および改善形態は、各従属請求項に記載されている。特許請求
の範囲の開示内容は参照によって本明細書に明示的に含まれるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】半導体ベースの素子の第１の実施例の断面図である。
【図２】半導体ベースの素子の第２の実施例の斜視図である。
【図３】半導体ベースの素子の第１の実施例の第１の方向からの斜視図である。
【図４】半導体ベースの素子の第１の実施例の第２の方向からの斜視図である。
【図５】第１の実施例の半導体ベースの素子に対する収容部材の一部の斜視図である。
【図６】第１の実施例の半導体ベースの素子を収容部材に収容した様子を示す斜視図であ
る。
【図７】第１の実施例の半導体ベースの素子を製造する製造方法の第１のステップを示す
図である。
【図８】第１の実施例の半導体ベースの素子を製造する製造方法の第２のステップを示す
図である。
【図９】第１の実施例の半導体ベースの素子を製造する製造方法の第３のステップを示す
図である。
【図１０】第１の実施例の半導体ベースの素子を製造する製造方法の第４のステップを示
す図である。
【図１１】第１の実施例の半導体ベースの素子を製造する製造方法の第５のステップを示
す図である。
【図１２】第１の実施例の半導体ベースの素子を製造する製造方法の第６のステップを示
す図である。
【００１１】
　発光特性を有する半導体ベースの素子にはガラス基板が設けられている。発光特性を有
する半導体ベースの素子はオプトエレクトロニクス半導体チップなどの発光半導体素子を
含む。半導体素子は特に半導体層列、例えば光形成のための活性領域を含むエピタキシ半
導体層列を備える。例えば、活性領域にはｐｎ接合部、ダブルへテロ構造および／または
量子井戸構造が含まれる。
【００１２】
　ガラス基板は主として相互に平行に対向する２つの表面を有している。ガラス基板の第
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１の表面には発光特性を有する半導体素子が配置されている。半導体素子はガラス基板の
第１の表面に配置され、光の放射方向はガラス基板の内部へ向かう方向となる。放射方向
とは半導体素子が駆動中に電磁放射を放出する方向のことであり、特に、半導体素子の主
平面に対して垂直方向に延在する。有利には、ガラス基板は半導体素子に対する支持部材
を形成している。
【００１３】
　有利な実施形態によれば、半導体素子はほぼ正方形の基本形状を有する。ここでは、半
導体素子のエッジ長さは約３ｍｍである。別の実施形態では、半導体素子のエッジ長さは
約０．８５ｍｍである。さらに別の実施形態では、半導体素子の横寸法はガラス基板の横
寸法に等しい。
【００１４】
　別の有利な実施形態においては半導体素子が薄膜発光ダイオードとして構成されている
。水平方向に電流の流れる半導体素子、特に薄膜発光ダイオードにおいて、ガラス基板は
支持部材として特に有利である。なぜなら、特に薄膜発光ダイオードでは、製造プロセス
中に成長基板が分離されるからである。成長基板は、製造プロセス中、半導体素子の支持
部材として機能する。成長基板は製造プロセス中に分離されるため、支持機能を担当する
代替の部材が必要となる。ガラス基板は支持機能だけでなく、半導体素子を機械的負荷か
ら保護する機能も有する。
【００１５】
　この種の薄膜発光ダイオードの原理については、例えばI. Schnitzer et.al., Appl.Ph
ys.Lett.63 (16), 18.Oct.1993の2174頁～2176頁に記載されており、この文献を本願の参
考文献とする。また、欧州公開第０９０５７９７号明細書および国際公開第０２／１３２
８１号明細書に薄膜発光ダイオードの例が記載されており、これらの開示内容は参照によ
って本願に含まれるものとする。
【００１６】
　薄膜発光ダイオードは、ガラス基板が用いられない場合、約２０μｍより小さい厚さを
有し、特に１０μｍより小さい厚さを有する。有利には、薄膜発光ダイオードから成長基
板が取り除かれる。この"成長基板が取り除かれる"とは、場合によって半導体層列の成長
のために使用される成長基板が構造体から除去されるかまたは少なくとも非常に薄くされ
ることを意味する。とりわけ、この成長基板は、それ自体でも、また半導体構造のエピタ
キシ層列を伴っても、片持梁式の保持が不可能となるほど薄くされている。きわめて薄い
成長基板の残留部は特に成長基板の機能には適さない。薄膜発光ダイオードは混合構造を
有する少なくとも１つの面を備えた少なくとも１つの半導体層を含む。理想的な場合には
この混合構造によりエピタキシャル層列内にほぼエルゴード的な光分布が生じる。つまり
この光分布は有利には可能な限りエルゴード的な確率分散特性を有している。
【００１７】
　別の有利な実施形態では、薄膜発光ダイオードの光形成を行う半導体層列（特にエピタ
キシ層列）のうちガラス基板から遠いほうの面に、この半導体層列で形成された電磁放射
の少なくとも一部をガラス基板の方向へ反射して戻す反射層が被着されるかまたは形成さ
れる。
【００１８】
　半導体層列のガラス基板に面した側には、当該の半導体素子を形成する際に、電気端子
面、電気コンタクトまたは電気コンタクト面は設けられない。有利には、半導体素子はガ
ラス基板の第１の表面から遠いほうの面にｎ側のコンタクトおよびｐ側のコンタクトに対
する２つの電気コンタクト面を有する。
【００１９】
　別の実施形態によれば、ガラス基板の第２の表面上に光学素子が配置される。したがっ
て、半導体素子で形成された光はガラス基板の内部および光学素子を通って放出される。
光学素子により、発光半導体素子の利用目的と光学素子の光学特性とに応じて、種々の機
能が達成される。例えばレンズとして構成された光学素子により、光束が形成される。ま
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た、光学ディフューザとして構成された光学素子により、放出された光が分散される。半
導体ベースの素子の利用の形態に応じて、種々の特性を形成することができる。形成され
た半導体ベースの素子の寸法は任意にスケーリング可能である。必要な幅および高さは主
として所望の光学特性に基づいて定められる。
【００２０】
　半導体ベースの素子から放出される光およびその混合光について、あらかじめ定められ
た光色またはあらかじめ定められた波長を形成するために、本発明の別の有利な実施形態
によれば、発光半導体素子とガラス基板の第１の表面とのあいだに変換層が配置されてい
る。変換層はその内部を通り抜ける光の少なくとも一部の波長を変換する。したがって、
それぞれの色調は半導体素子の発光のみによっては実現することはできない。例えば、青
色光を放出する半導体素子を黄色変換層と組み合わせることにより、簡単かつ低コストに
白色光を形成することができる。
【００２１】
　本発明の別の有利な実施形態によれば、ガラス基板の第１の表面は半導体素子の収容に
必要な面積よりも大きく構成されており、付加的に少なくとも１つの実装用基部を設ける
ことができる。実装用基部は、半導体素子の厚さの全体を均等にし、ガラス基板および半
導体ベースの素子に作用する機械的負荷を吸収して実装位置へ逃がすことのできる材料厚
さを有する。組み込まれた状態において、半導体素子は機械的負荷から完全に保護される
。有利な実施形態によれば、組み込まれていない状態においても、半導体素子は摩耗負荷
に対して幾分かは保護される。
【００２２】
　発光特性を有する半導体ベースの素子の有利な実施形態によれば、光散乱損失を回避す
るために、半導体素子によって覆われていない表面が鏡によって覆われる。当該の鏡は、
有利な実施形態では、ガラス基板の第１の表面のうち半導体素子によって覆われていない
領域のみを覆うように直接に被着される。したがって、製造技術的な例外を除けば、ガラ
ス基板上には発光面または光反射面が形成されることになる。ここで、発光面は半導体素
子により形成され、光反射面は鏡により形成される。
【００２３】
　さらに、前述した方式で形成される半導体ベースの素子を収容する収容ユニット（以下
では収容部材と略する）も設けられる。
【００２４】
　収容部材は結線可能に構成された２つの電気コンタクトを有する。したがって、電気信
号ないし電気エネルギを、収容部材に収容された半導体ベースの素子へ供給可能である。
半導体素子のコンタクトの寸法および面積に等しい電気コンタクトが形成される。導電性
接着剤またははんだでの接着により、半導体素子と収容部材とのあいだの電気的接触が形
成される。コンタクトは上部に少なくとも１つの実装用基部を収容可能な少なくとも１つ
の基部収容部によって包囲されている。基部収容部は電気的にニュートラルであり、電気
コンタクトとの接続を形成していない。
【００２５】
　さらに本発明は半導体ベースの素子の製造方法に関する。本発明の製造方法は次のステ
ップを含む。
【００２６】
　第１のステップで、ガラス基板が用意される。続く第２のステップで、半導体素子がガ
ラス基板の第１の表面に被着され、光学素子がガラス基板の第２の表面に被着される。
【００２７】
　本発明の製造方法は複数のガラス基板に対して同時に適用される。この場合、複数の半
導体ベースの素子を並列に形成するためのガラスウェハが設けられる。この場合、本発明
の製造方法は、ガラスウェハ全体にわたって形成される複数の半導体ベースの素子を個別
化するステップを含む。
【００２８】
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　本発明の有利な実施形態によれば、発光特性を有する半導体ベースの素子は、あらかじ
め定められた波長の光または混合光、例えば白色光を放出するように製造される。例えば
、公知の半導体プラスティックのみによっては形成できない波長を得るために、有利な実
施形態として、半導体素子の被着前にガラス基板の第１の表面上に変換層が被着される。
有利には、この場合、プリンティングプロセスまたはスクリーンプリンティングプロセス
が用いられる。
【００２９】
　平面的な広がりがガラス基板の第１の表面より小さい半導体素子に対しては、フォト技
術によって制御されるスパッタリングプロセスまたは蒸着プロセスにより、鏡面層が被着
される。ガラス基板の第１の表面は、フォト技術、特にフォトリソグラフィプロセスによ
って前処理されるので、半導体素子および場合により被着される変換層によって覆われて
いない領域のみをスパッタリングプロセスまたは蒸着プロセスによって処理することがで
きる。
【００３０】
　ガラス基板の第２の表面に配置される光学素子は、経時劣化および温度に対して安定な
層、有利にはシリコーンから形成される層に埋め込まれる。
【００３１】
　以下に本発明を図１～図１２に示した種々の実施例に即して詳細に説明する。
【００３２】
　全図を通して、同じ機能を有する要素には同じ参照番号を付してある。図および図示し
た要素の互いの大きさの比は縮尺通りではないことに注意されたい。むしろ、個々の要素
のなかには、理解および／または説明を容易にするために意図的に拡大して表示したもの
がある。
【００３３】
　図１には、従来の方式で光を形成する、発光特性を有する半導体ベースの素子の第１の
実施例が示されている。支持部材として透明なガラス基板１が設けられている。当該のガ
ラス基板１は第１の表面２および第２の表面３を有する。第１の表面２には変換層４が被
着されており、その上に半導体素子５が被着されている。半導体素子５は発光特性を有し
ており、変換層４の上に配置されている。形成される光の放射方向６は変換層４からガラ
ス基板１の内部を通る方向である。
【００３４】
　有利には、半導体素子５は薄膜発光ダイオードとして構成され、ガラス基板１から遠い
ほうの表面に少なくとも２つの電気コンタクト面７を有する。この電気コンタクト面７を
介して半導体素子５に電気エネルギが供給される。半導体素子５は、図１の実施例では、
ガラス基板１の第１の表面２の全体を覆ってはいない。ガラス基板１の第１の表面２の残
りの領域は鏡８によって覆われている。鏡８は、反射により第１の表面２の方向へ戻る散
乱光成分９を再び放射方向６へ配向し、第２の表面３へ到達させる機能を有する。これに
より光散乱損失が低減される。
【００３５】
　第１の表面２の外縁には実装用基部１０が取り付けられており、この実装用基部１０に
より半導体ベースの素子を収容部内に安定に固定することができる。実装用基部１０は、
半導体ベースの素子の全体が当該の実装用基部１０によって組み込み位置で支持されるよ
うに構成される。こうして半導体素子５での機械的負荷は回避される。
【００３６】
　ガラス基板１の第２の表面３の上には光学素子１１が被着される。この実施例では、光
学素子１１はフレネルレンズである。フレネルレンズの形態の光学素子１１により、光束
が形成される。しかし、半導体ベースの素子はこの実施例には限定されず、他の特性を有
する光学素子、例えば光学ディフューザなどを適用することもできる。これらの適用は、
半導体ベースの素子の利用目的に合わせて調整可能である。
【００３７】
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　図２には発光特性を有する半導体ベースの素子の第２の実施例が示されている。ここで
は、半導体素子５はガラス基板１の第１の表面２のほぼ全面にわたって設けられている。
図２の実施例では、ガラス基板１の第１の表面２の平面的な広がりが半導体素子５の平面
的広がりにほぼ相応している。図１の第１の実施例とは異なり、図２の第２の実施例では
、実装用基部１０または鏡８の配置は必要ない。
【００３８】
　図３には、第１の実施例の半導体ベースの素子を第１の方向から見た斜視図が示されて
いる。当該の斜視図の観察方向は、下から第１の表面２を見る方向である。
【００３９】
　第１の表面２には、半導体素子５，変換層４，鏡８および実装用基部１０が配置されて
いる。ガラス基板１の第１の表面２の中央には円形の区画が存在しており、ここに変換層
４が配置され、その上の中央に半導体素子５が配置されている。半導体素子５は組み込み
位置で電気エネルギを受け取るための導電性のコンタクト面７を有している。円形の変換
層４を包囲するように鏡８が被着されており、光散乱損失が回避される。
【００４０】
　ガラス基板１は有利には正方形の基本形状を有しており、第１の表面２の各コーナーに
少なくとも１つの実装用基部１０を有する。実装用基部１０により、半導体ベースの素子
は組み込み位置に固定される。この場合、組み込み位置で半導体ベースの素子に作用する
機械的な力は実装用基部１０を介して外部へ逃がされるので、半導体素子５は機械的負荷
から保護される。図３に示されている半導体ベースの素子はほぼ正方形の基本形状を有し
ており、ほぼ３ｍｍのエッジ長さおよびほぼ０．８５ｍｍの厚さを有する。これらの外部
寸法は限定的なものではない。前述した個々の半導体ベースの素子の寸法は光学特性への
要求のみにしたがって定められる。
【００４１】
　図４には、図１および図３に示されている第１の実施例の半導体ベースの素子を第２の
方向から見た斜視図が示されている。ここでの観察方向は、上からガラス基板１の第２の
表面３を見る方向である。ガラス基板１の第２の表面３の上には光学素子１１が収容され
ている。この実施例では、光学素子１１はレンズである。特に有利には、レンズはフレネ
ルレンズである。
【００４２】
　図５には、図１，図３，図４の半導体ベースの素子に対する収容部が示されている。こ
こでは、配線板１２上に少なくとも２つの導電性のコンタクト面１３が配置されている。
これらのコンタクトおよびこれに接続された導体路を介して半導体素子５に電気信号また
は電気エネルギが供給される。したがって、半導体素子５の電気コンタクト７は半導体ベ
ースの素子が実装された状態で接続される。半導体ベースの素子および収容部は上下に重
ね合わされ、これにより、半導体素子５の電気コンタクト７は収容部の電気コンタクト面
１３と協働して機能する。収容部には、半導体ベースの素子の実装用基部１０と協働する
基部収容部１４が配置されている。したがって、電気コンタクト面１３は収容部の中央に
置かれて基部収容部１４によって包囲されている。ここで、各実装用基部１０は接着プロ
セスまたははんだ付けプロセスまたはその他の力による接合プロセスによって基部収容部
１４上に固定される。
【００４３】
　図６には、半導体ベースの素子が収容部に配置されている様子が斜視図で示されている
。この図から、各実装用基部１０が各基部収容部１４の上に配置されることが見て取れる
。
【００４４】
　図７～図１２には本発明の第１の実施例の半導体ベースの素子を製造する製造方法の各
ステップが示されている。
【００４５】
　図７には正方形の基本形状を有する透明なガラス基板１が示されている。このガラス基
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板１の形状は、個々の半導体ベースの素子の形状に応じたものである。特に、半導体素子
の横寸法はガラス基板の横寸法に等しい。
【００４６】
　発光特性を有する半導体ベースの素子を製造する最適な製造方法の前提として、１つの
ガラスウェハ上の複数のガラス基板を同時に処理することが挙げられる。この場合、ガラ
スウェハは製造方法のうちあらかじめ定められた部分ステップにおいて個別化され、個々
の半導体素子が形成される。本発明の製造方法をより良く理解してもらうために、個々の
要素について説明する。
【００４７】
　図８に示されているように、ガラス基板１から出発して、スパッタリングプロセスまた
は蒸着プロセスにより、鏡８を形成する鏡面層がガラス基板１の第１の表面２上に被着さ
れる。このステップはフォトリソグラフィプロセスを前提としており、鏡面層によってコ
ーティングされない表面領域が定められる。
【００４８】
　続いて、図９に示されているように、ガラス基板１の第１の表面２のうち例えば所定の
部分領域の上に、変換層４が被着される。変換層４はプリンティングプロセスまたはスク
リーンプリンティングプロセスによって被着される。第１の表面２のうち、鏡８によって
覆われていない中央の領域が変換層４によってコーティングされる。鏡８は変換層４によ
っては覆われない。
【００４９】
　続いて、図１０に示されているように、例えばフォトリソグラフィプロセスによって支
援されるめっきプロセスによって、実装用基部１０がガラス基板１の各コーナーに被着さ
れる。実装用基部１０は例えば鏡８の縁領域に被着される。
【００５０】
　さらに、図１１に示されているように、次のステップにおいて、第２の表面３に光学素
子１１が設けられる。光学素子１１は、ここでは、経時劣化および温度に対して安定とな
るように、例えばシリコーンから形成される層に埋め込まれる。
【００５１】
　図１２の次のステップでは、半導体素子５が変換層４上に被着される。半導体素子５は
薄膜発光ダイオードとして構成されており、電気コンタクト面７を含む。この電気コンタ
クト面は、当該の半導体素子に電気エネルギを供給する接続部を形成するものである。さ
らなるステップにおいて薄膜発光ダイオードがガラス基板１上に配置される。
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